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不完全競争下の租税帰着*)

角 野 浩

1.は じ め に

一般均衡の枠組みにおける租税帰着の研究はHarberger〔7〕以来様々な形で展開されてきて
1)

いるが,ほとんどの研究は完全競争の世界を基礎 としている.

これに対して,AtkinsonandStiglitz〔1〕,Batra〔5〕ほ,不完全競争下で利潤最大化を図

る企業を想定し,租税帰着の分析を展開した.但しそこでは,不完全競争企業のマークアップ率

が固定的とされていた.他方,AndersonandBallentine〔2〕は,不完全競争企業が,マークアッ

プ率を変動させる状況の拡張を図った.さらに,Ballentine〔3〕ほ,不完全競争企業が,利潤最

大化ではなく,自己の産出シェアも考慮して企業の効用最大化を図る状況を想定して,租税帰着

の分析を展開した.

本稿の目的は,これらの議論を総合し不完全競争経済における租税帰着をより包括的に分析す

ることである.分析の焦点は次の二つである.第-に,不完全競争企業は,価格支配力を所有し
2)

市場の需要曲線の形状を知っており,マークアップ原理に従った価格設定を行 うが,一般に需要

に対応してそのマークアップ率を変動させることを想定する.但し,以下ではマークアップ率が

固定的な場合も考え,両ケースの租税帰着の違いについても比較する.

第二に,不完全競争企業は,単に,利潤の最大化だけではなく,自己の産出シェアも考慮した

行動をとると考えられる.つまり,企業は利潤と産出シェアの双方を目的とし,両者を総合的に

評価して,その行動を決定するであろう.以下では,企業が利潤と産出シェアによって定まる効

用の最大化を行 うと仮定し,この企業が単純に利潤最大化行動をおこなう場合に加え,効用最大

*) 本稿は,昨年の10月14日に香川大学に於て行われた｢日本財政学会第46回大会｣で報告したものに加筆･

修正したものである.学会報告の際に有益なコメントを頂いた神戸商科大学の水野利美講師,および本稿の執

筆に際し御指導下さった名古屋市立大学の牛嶋正教授並びに山田雅俊助教授に深く感謝申しあげる.なお,言

うまでもなく本稿における一切の誤 りは筆者の責任である.

1) BallentineandEr主s〔4〕,VandendorpeandFriedlaender〔12〕,本間 〔9〕などを参照.また,不完

全競争の世界で拡張を図ったのは,AtkinsonandStiglitz〔1〕,AndersonandBallentine〔2〕,Ballentine

〔3〕,Batra〔5〕などがあげられる.

2) 価格設定に際し,平均費用に独占利潤をカバーする一定比率の額が付加される原理.
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化をおこなう場合の租税帰着を考察し,前者の場合との帰着の違いを検討する.

本稿の経済モデルは,これまでの議論にしたがって,二部門で,一部門が完全競争的,他方が

不完全競争的であると想定される.不完全競争企業は,上述のように利潤最大化,または効用最

大化を図ると仮定する.

本稿の主要な結果を要約しておくと次のようになる.第一に,企業が固定的なマークアップ率

をとり,利潤最大化行動にしたがう場合には,租税帰着は完全競争下のそれと一致してくる.第

二に,企業が利潤最大化を図る場合にマークアップ率を変動させることを考えると,租税の帰着

紘,要素弾力性に一定の制約が課される場合にのみ明らかになり,それはこれまでの結果とは異っ

たものとなる.第三に,企業が効用最大化を図る場合を考えると,この場合にも要素弾力性及び

財需要の弾力性の一定の諸制約を課さないと租税帰着は明らかにならない.さらに両部門に共通

税率を課した場合,企業が税率以上の負担率をする可能性が生じる.

以下の構成は次の通 りである.第 2節では,不完全競争企業が,マークアップ原理にしたがっ

て価格設定を行うモデルを提示する.第 3節では,不完全競争企業が利潤最大化を行う場合につ

いて,分析の基礎となる変化率方程式を導出し,帰着分析の伝統にしたがって租税帰着を賃金 ･

利潤率比でとらえ,結果を諸命題として整理する.さらに,第4節では,不完全競争企業が効用

最大化行動をとる場合について,第2節のモデルを修正した後,租税帰着の結果を諸命題として

整理する.最後に,第5節では,本稿の結果とこれまでの完全または不完全競争下での研究とを

比較し,残された問題点を整理する.

2.モ デ ル

本稿では次のような経済を想定する.

(1) 経済は二部門からなり,各々X 財及び Y財を生産し, X 財生産部門が独占的とする.

(2)生産に関しては2要素が用いられ,各々,資本且,及び労働 エとし,両者とも総供給量は不

変であるとする.

(3)消費者は,ホモセティックな効用関数を持つ.従って,総需要比率は,財価格の比率のみの

関数で表される.

(4)不完全競争部門には参入障壁が存在し,不完全競争企業は,資本に対する正常利潤と共に独

占利潤を得ている.

(5)企業に対して次の租税が課される.j部門の資本に課せられる利潤税 (tK,),j部門の労働に課

される雇用税 (tL,),j財に課される物品税 (tcj)の三税であり,i.,(i-K,L,C,i-x,y)で各税の税

率を表す.さらに不完全競争企業は,独占利潤 7rを得るが,これに対しても課税され,その税率

(t汀)は単純に同一税率 (tux)とする.また,両部門に共通税率を課す場合,その税を一般税と呼ぶ

(この場合,部門を区別する記号jを省略し,ti(i-K,L,C)のように記す)
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(6)政府は,税収を全て消費者に再分配する.

次に本稿で想定するモデルを示そう.第 1にj財の価格をpjで表し,租税を含んだ形で表す場

令,i,a,-(ト tc,)9,-Tc,･p,(i-x,y)とする.Y財をニューメレールに選び,P,-1とする.また,

j部門で用いられる労働量および資本量を各々Lj,K,(j-x,y)で表す.初期に租税が存在すると

仮定 し,賃金率を W 及び利潤率を rで表せば,各々,各部門で Y,･-(1+tK,)r-TRj･r,Wj-(1

+tLj)TL,･u)のように表される.

第 2に,企業は常に収穫一定の生産技術をもち,j部門の生産関数をfj(K,I,),j-x,yで表す.

さらに,不完全競争企業については次のように仮定する.不完全競争企業は,価格支配力をもち,

市場の需要を見て利潤又は効用の最大化を図る.それは右下がりの需要曲線に直面するから,限

界収益は,

bcx+X告

と表される.ここで,ワをX部門の需要の価格弾力性,すなわち

∂X box
ワ=有 .君

(1)

とする.したがって限界収益は,Qを用いて

bcx(l･号)
3)

と表される.

以下では不完全競争企業について利潤最大化及び効用最大化を考える.このうち次節を利潤最

大化,第4節を効用最大化とし,各場合について各税の帰着を検討する.

3.比較静学分析一不完全競争企業の利潤最大化-

3-1分析の準備 :一般均衡モデル

生産関数に初期に租税構造が存在するところでのX部門の企業の利潤最大化を考えれば,粗

3) 不完全競争企業は,右下がりの需要曲線に直面しているという仮定から,甲<-1と仮定される.
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純粋 (独占)利潤は,

7rg- Tw7rn-♪cxX-r#x-wxLx

であり,ただし,7Tgおよび7rnVi,各々粗純粋 (独占)利潤,正常利潤を表す.

利潤最大化の一階条件は次の通 りである.

rx-少cx(1+1/甲)fKx

wx-Pcx(1+1/甲)fix

ただし,以下を定義する.

fKx-i , fix-i .

x 部門の一時同次の生産関数に関してオイラーの定理を用いれば,

fx(Kx,Lx)-X-fKxKx+fLxL,

となり,bcx(1+1/q)を上式の両辺に掛ければ次のようになる.

(1+号)

ここで,

Pcx-rxaKx+ w xaLx

lx
a,x=TX ,i-K,1-

と定義しておく.

次に一階条件を用いて,(2)を書き換えれば,

7Tg-Tw7Tn- 一
PL1..--Y_
ヴ
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となる.

次に,y部門は完全競争下にあり企業は利潤最大化を行 うとする.y財を生産する一次同次の

生産関数を仮定すれば一階条件は次のように書き表される.

Pc,-Tc,-ryaK,+u),aL,

ただ し,

at,-i,i-K,i

を定義しておく.

完全競争的な要素市場の完全利用条件は以下のように書き表される.

L-aLxX+aL,Y

K-aKxX+aK,Y

(4)

最後に,消費者の財の選好は同一であるとし,ホモセティックな需要を仮定するから,財市場

の需給均衡条件は次のように表される.

葦-H(px) (7)

ただし,H は,X部門の Y部門に対する需要比率を表している.

(1),(2′),(3)～(7)がモデルを特定化し7本の方程式は7個の内生変数 (px,X,Y,uJ,r,7rn,ヴ)

含んでおり,体系は完結している.

3-2 分析の準備 :変化率方程式

次に租税帰着の分析のための準備をしよう.価格変化と租税パラメータとの関係について考察

する.

第一に,(1)の全微分を考えるため,弾力性の形で表現されたスルツキー方程式を用いれば次式

で表される.

ヮ-E (xx,一昔 丸く0
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ただし,I-bxX+Yは総所得を表し,e(xx)は,

dXPx

E'xx'=~面二言
<0

であり,X財の需要の補償価格弾力性を表す.更に,ヒックスーアレンの財需要間の代替弾力性 (CD

>0)の定義を用いれば,甲は次のように書き換えられる.

ワニ一一賢 一 rbx
(1′)

ここで,ホモセティックの仮定から,X財の限界消費性向は,X財の平均消費性向に等しくなり,
4)

㍗-dX/dI-X/Iで表される.更に,甲の変化に際して oDは不変であると仮定する.

5)

(1′),(2′),(3)～(7)を全微分すれば次式が得られる.

J･zA-H･テ

ただし,zAは内生変数ベクトル,子は租税パラメータのベクトルを表し,各々,

zA-[度,チ,動rA,Px,亨,斤n]',チ-【fKx,fK,,fix,fL,,fcx,fc,]',

であり,Jは,(8)の体系のヤコピアソ行列を定義し,
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4) 付録 1参照.

5) 付録 2参照.

0
0

0
0

0
0

&

&

&

&

0
01

01
1

わ
Q
j1

1
一

l

0
0
0

0
0
0

158

(8)



で表される.また,ガ は,

0

1

0
0
0

1

0

0
0
0

0

‰

払
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o
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=Ij

‖･･=
･;～.･

｡

♂

00
0

000
0

1

の行列を表す.ただし,(8)の体系の各記号は次のように定義される.

AKJ-翠 ,AL,-旦出 一上 '

8KJ- % , OLJ-% ･i-x,y･

oM-号<O,OK"x-嘉 ,0,oL"x-嘉 ,0,

Al,+Al,-1,i-K,i,

OKMx+OLM,-1,OK,+OL,-1,

8Lx-ALxOKMx6x>0,8L,-ん,OK,6,>0,8x-8Lx+8Kx>0,

8J(,-AK,OLMxolx>0,8K,-AK,OL,6,>0,8,-8L,+8K,>0,

8L-8Lx+8L,>0,8K-8Kx+SK,>0,8-8L+8K>0,

･̂F光 三:yl,lOM F-

OLM, OL,

OKMx Oh,

Rl-慧 筈 ≧O, R2-嘉 <O,

さらに<〈'は,例えば,度-dX/X ?ように相対変化率を意味し,61(i-x,y)は,i部門の労

働と資本の代替弾力性であり,刷 は要素シェアで定義された物理的要素集約性であり,1β〟lは価

値要素約性を定義する.

つぎに,体系(8)の左辺の係数行列式 (ヤコピアソ行列式)を刷 とし,各税の税率変更の下で

lA lとloMIの符号が逆転しない事を仮定すれば,
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けl-刷lβ〟lわ 十(1一見β2)∂>0 (9)

は安定的に成立している事がわかる.従って,以下 けl>Oの状況に議論を限定する.

3-3 租税帰着分析

本節では,以上を準備 として,租税帰着の分析を行い藷命題を樹立する.伝統的な租税帰着の

分析手法にしたがって税引後の要素所得を問題 とし,税引後の賃金 ･利潤率比を租税帰着の指標

として選ぶことにする.体系 (8)においてクラーメルの公式を用いて各税の税率変更の賃金･利潤
6)

率比の変化について解けば以下のようになる.

(a) x部門 (不完全競争部門)の利潤税の帰着

(; Ji･
五 一一瓦 一意 -lJL-1トlALOK"XOD+(1+RIR2)8x)

-FJl~1[トLAleKMx(CD-Ox)-AKxCx)+RIR28x]

ただし,a)-W/rとし,a)A-da)/aJで,賃金 ･利潤率比の変化率を定義する.R1-0(CD-1)の時,

次の結果が得 られ,

(10)から. l̂<o･または(10′)から,l̂F'Oかつ ♂D<Oxならば,意 'o

となる.

従って,次の命題が得られよう.

命題 3-1 x部門の利潤税の増税は,マークアップ率が固定的なところでは,その部門が資本集約

的または労働集約的でかつその部門の労働 と資本間の代替弾力性が財需要間の代替弾力性よりも

大きければ,賃金 ･利潤率比を上昇させる.

6) 各部門に個別に掛ける税を選択税(Tz,),i-x,y;i-K,i,C,そして,各部門共通に掛ける税を一般税

(T.),i-K,i,C と表し,租税の変更を考える際に,単一税の税率変更に限定する.

但し, i)R.-Oの暗,つまり,CD-1で,需要代替弾力性が丁度1の場合にのみ,不完全競争企業は,マー

クアップ率を固定的にする事を示し,また,ii)Rl≠0の時,企業は,マーク7ップ率を変動させる状況を示し

ている.

さらに,lAl<Oは,x部門(不完全競争部門)が資本集約的,また, lAl>0は,x部門が労働集約的なことを

表す.

7) 付録3一(a)参照.また,仮定からTw(-1+tJ-Th-Tに注意しておく･
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つぎに,凡 ≠0(♂β≠1)の時,(10),(10′)から次式が得られる.

刷'>Oかつ Ox-0ならば,意 <'o

これは,次のように要約される.

命題 3-2 x部門の利潤税の増税は,マークアップ率が変動的であっても,その部門が資本集約的

(労働集約的)でかつその部門の労働と資本間の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態ならば,質

金 ･利潤率比を上昇 (下落)させる.

これらの命題は,以前の研究と比較すれば,次のような説明を与える.

AndersonandBallentine〔2〕の分析は,不完全競争企業は,需要に対応してマークアップ率

を変動させる状況を想定したが,分析に際しては, CD-1と需要行動を制約し,結果的に企業は,

マークアップ率を固定的にする場合(R1-0)に限られていた.従って,課税部門が資本集約的なら

ば,利潤税の増税は,総利潤 (独占及び正常利潤税)を引き下げ,資本から労働に接待の分配を移

転させ,賃金 ･利潤率比を上昇させる事を示したにすぎない.

これに対して本稿の結果は,x部門の企業が労働集約的でマークアップ率を固定的に定める場

合も考慮し,その部門の労働と資本間の代替弾力性が財需要間の代替弾力性よりも大きければ,

利潤税の増税は,賃金 ･利潤率比を上昇させることを示している._さらに,これらの諸条件の下

では,本稿の結論は,完全競争下での本間 〔8〕,〔9〕の結論と一致する.

しかしながら,本稿では,AndersonandBallentine〔2〕の分析のような6D-1の需要側の制

約をおかず,企業は実際にマークアップ率を変動させるとすれば(R.≠1),x部門が資本集約的

(労働集約的)ならば,利潤税の増税は,賃金 ･利潤率比を上昇 (下落)させることを示した.

(b) γ部門(完全競争部門)の利潤税の帰着

意 -LJIJl(l̂leKyCD'(1-RIR2)8y)

-lJl~1【(lALoK,(oD-6,)+AK,6,)-RIR28,]

(ll),(11′)から次のような結果が得られ,

8) 付録3-(ち)参照.
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R1-0(CD-1)の時･F̂l<0かっ の-0ならば･意 <o

となる.

これは命題として次のように要約される.

命題 3-3 y部門の利潤税の増税は,マークアップ率が固定的なところでは,その部門が資本集約

的または労働集約的でかつy部門の労働と資本の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態ならば,

賃金 ･利潤率比を減少させる.

y部門に対する利潤税の増税は,その部門が労働集約的な場合に限り,税負担の逆転が生じるこ

とを上の命題は示している.

つぎに,Rl≧0(CD-1を含む),の時次式が得られる.

(ll)から,刷'0･または(11′)から,ÎF<0かつ OD<Cyならば,意 >o

これは次のようにまとめられる.

命題 3-4 y部門の利潤税の増税は,マークアップ率が変動的であっても,その部門が資本集約的

または労働集約的でかつ∬部門の労働と資本の代替弾力性が財需要間の代替弾力性よりも大き

ければ,賃金 ･利潤率比を上昇させる.

この命題は,マークアップ率が固定的な場合を含んでおり,そして,完全競争下の本間 〔8〕,

〔9〕の結論と一致する.

(C) 一般利潤税の帰着

各部門に共通税率を課すから,これは TK-TKx(-Tw)-TK,とおいて分析できるから,(10),

(10′),(ll),(11′)から,

i -% '% -IJF-I(1'2RIR28x)
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が得られる.そこで,

R1-0(OD-1),または,Rl≠0(cTD≠1)かつ Cx-0のところでは,

1. -

となる.

従って次の命題が得られる.

命題 3-5 一般利潤税は,マークアップ率が固定的またはマークアップ率が変動的でかつ ∬部門

の労働と資本の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態ならば,資本に対して全税負担を掛ける.

この結論は以下を示している.一般利潤税の増税は,マークアップ率が固定的または変動的で

かつ x部門の労働と資本間の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態ならば,その税率の上昇率と

丁度等しい分だけ賃金 ･利潤率比を上昇させる.そして,この結論はマークアップ率及び弾力性

の諸条件の下で本間 〔8〕,〔9〕と一致する.

(d) x部門の雇用税の帰着9)

蓋-lJlll(一冊 L"XOD-(1lRIR2)8x)

-lJl~llt-EAIeLMx(OD-Cx)+んxOx)+RIR28x]

(13),(13′)から･R1-0(CD-1)の時･l̂l'Oかつ ㌫-0ならば･意 -'o

となり,また,R.≧0(OD-1を含む)のところでは次のようになる.

(13)から･l̂l'O,または(13′)から･l̂l'Oかつ JD<Cxならを羊,惹 く0

10)
(e) y部門の雇用税の帰着

9) 付録3-(C)参照.

10) 付録3-(d)参照.
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意 -1JLJl(1̂LOLyOD-(1-RIR2)8y)

-LJrlHlALOL,(DID-6,)-AL,6,)+RIR28,]

(14),(14′)から,R1-0(CD-1)の時,次式が得られる.

1̂l'Oかつ Oy-0ならば,意 'o

Rl≧0(OD-1を含む)の時,(14)から,l封<0,または(14′)から,IAl>Oかつ OD<6,ならば,

-一望-<o
TLy

となる.

これらの結果は以下のようにまとめられる.

命題 3-6 雇用税の増税は,マークアップ率が固定的なところでは,課税部門が資本集約的でかつ

その部門の労働と資本の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態ならば,賃金 ･利潤率比を上昇さ

せる.

命巷3-7 雇用税の増税は,マークアップ率が変動的であっても,その部門が労働集約的または資

本集約的でかつ課税部門の労働と資本の代替弾力性が財需要間の代替弾力性よりも大きければ,

賃金 ･利潤率比を減少させる.

命題 3-6は,y部門に対する雇用税の増税は,その部門が資本集約的な場合に限り税負担の逆転

が生じることを示している.命題 3-7はマークアップ率が固定的な場合を含んでおり,そして,

完全競争下の本間 〔8〕,〔9〕の結論と一致する.

(f) 一般雇用税の帰着

各部門に共通税率を課すから,これは TL-TLx-TL,とおいて分析できるから,(13),(13′),(14),

(14′)から,Rl≧0(OD-1を含む)の時,
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-% =一望 -+一空 し= l l

TL TLx TLy

(15)

となる.

従って,次の命題が得られる.

命題 3-8 一般雇用税は,マークアップ率が変動的であっても,労働に対して全税負担を掛ける.

この命題は,次の事を示している.一般雇用税の増税は,マークアップ率が可変的 (固定的を含

む)ならば,その税率の上昇率と丁度等しい分だけ賃金･利潤率比を減少させる.そして,この結

論は,本間 〔8〕,〔9〕と一致する.

(g)x部門の物品税の帰着

一生-ニーIJI-l･lAL6D-Tcx (16)

ただし,tcxの上昇を考えるとき,柔xは,マイナス符号になるから,-fcxとすれば,プラスの符

号を示す.

(h) y部門の物品税の帰着

a)-二百= LJ ｢1･肋 D

(16),(17)から,Rl≧0(6D-1を含む)の時,l̂l<>oならば･=芸 予,0･L̂l<'0ならば,

= 嵩 <'O,

となる.

ただし,fci<0,i-x,yであるから,-fcz>Oで評価する.

これらの結果は次のように要約できよう.
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命題 3-9 物品税の増税は,マークアップ変動的であっても,課税部門が資本集約的 (労働集約的)

ならば,賃金 ･利潤率比を上昇 (下落)させる.

上の命題では,固定的なマークアップ率の場合を含んでおり,この結論は本間 〔8〕,〔9〕′と

一致する.

(i) 一般物品税の帰着

各部門に共通税率を課すから,これは Tc-Tcx-Tc,とおいて分析できるから,(16),(17)から,

R.≧0(6D-1を含む)の時,次のようになる.

a)A

二 言 = 覧 +荒 -o

これを命題として要約すれば,次のようになる.

命題 3-10 一般物品税は,マークアップ率が変動的であっても,資本と労働に対して丁度等しく

課せられる.

選択的及び一般的物品税のこれらの結論は,すべて変動的なマークアップ率の場合に固定的な

場合は含まれており,不完全競争下の本稿の結論は完全競争下の本間 〔8〕,〔9〕と一致する.

また,一般物品税に関しては次の解釈がなされる.一般物品税の増税は,マークアップ率が変動

的 (固定的を含む)なところで,財価格に対して中立的に作用し,従って,賃金 ･利潤率比に対し

て中立的な効果を及ぼす.つまり,マークアップ率の設定そのものに税が枚を打つような形で影

響を及ぼしていると解釈できよう.

4.比較静学分析一不完全競争企業の効用最大化-

Jト1 分析の準備 :一般均衡モデルと変化率方程式

本節では,x部門が効用最大化行動を取ることを考慮して,3節のモデルを修正し,分析の準備

として,変化率方程式を導出する.

まず,不完全競争企業は,価格支配力と独占力を所有しているので,利潤とともに自己の産出
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シェアも考慮した上で,両者からの効用を最大化すると考える.

さて企業の最大化問題を考えよう.生産関数を制約条件とし,効用関数 U(X,7rn)を最大化す

る.一階条件は次のようである.

rx-♪cxl(1+1/り)+αTJfKx

u)x-Dcxl(1+1/q)+αTJfLx

ただしαは,利潤の限界効用の産出の限界効用の比率を定義しており,

･-普 , Ux-普 , UH- 鷺

で表されている.

rx,uJx,bc,,i,x(j-K,L),甲および Tw(-Thx)は前節までと同じである.

(18)

一次同次の生産関数に対してオイラーの定理を用いれば,一階条件は次のように書き換えられ

る.

(1.号)Pcx+αT,E-rxaKx+wxaL.x (3′)

さて,(1′),(2′),(4ト (7)紘,前節の方程式 と同じであるから,本節でもこれらの式は継承する.

そこで,(1′),(2′),(3′),(4)～(7),(18)を全微分すれば以下の体系で表される.

J･zA-A･テ

ただし,Ẑは内生変数ベクトル,子は租税パラメーターのベクトルを表し,各々,

zA-lk,チ,動 rA,Px,亨,方n,al', チ-[fKx,fK,,fLx,fL,,fcx,fc,]

であり,Jは(19)の体系のヤコピアソ行列を表し,
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の行列を表す.ただし,

0

1

0

0

1

0

00
0

0

00

であり,産出 ･利潤率比に関しての限界効用の比率の弾力性を表し,また,

ou-普-,i-x･y,R3-謹 話 ,0

とする.ただし,(19)の体系の左辺の係数行列であるヤコピアソ行列式 IJlの符号は,次の定理 1

の下で安定的に成立する.
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定理 1

以下の(i)～(ii)の諸条件のうちいずれかが満たされれば,LJl>oとなる.但し,各税の税率変更

の下で,刷 とlβ〟1の符号が逆転しないことを仮定しておく.

(i)β1-0(♂β-1)

(ii) cT,-0,j-x,y

ただし,

lJl-lAl･LOM16D+(1-RIR2)8

-(8+AL,8KOD+AAj,∂LOD)R3+R.R38olM (20)

と表されている.

従って,以下では定理 1が満たされているけl>Oの状況に議論を限定する.

4-2 租税帰着分析

本節では,以上を準備として租税帰着の分析を行い諸命題を樹立する.租税帰着の指標は,前

節と同様に税引後の賃金 ･利潤率比を指標として選択する.体系(19)においてクラーメルの公式

を用いて,各税の税率変更の賃金 ･利潤率比の変化について解けば以下のような関係式が導出さ

れる.

1n
(a) ∬部門の利潤税の帰着

(; t(1,
一缶 五 一意 -l什 1ト ｡10K"xoD'(1+RIR2)8x

-(Ax-R18x-IA18K,CD)R36M - RIR｡∂)

-LJl~1[(-LAleKMx(o･D-CTx)-んズOx)+RIR28,

-(Ax-R18x-LA10K,OD)R｡OM - RIR｡8]

ただし,a)紘,賃金 ･利潤率比で, a)̂は,その変化率を表す.また,

ll) 付録5-(a)参照.
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Ax-8,+(AL,8Kx+AK,8Lx)DID>0

とする.

R1-0(OD-1)の時,(21)からL̂('o･または(21′)からlAE'0かつ ♂D<Oxならば･意 'o

となり,また,Rl≠0(OD≠1)の時次のようになる.

lAL',Oかつ 61-0,i-x,yfiらば･意 <'o

(b) y部門の利潤税の帰着12)

意 -IIILl(冊 hyCD'(1-RIR2)8y-(Ay'R18y)R36M)
(22)

-IJI-ll(lAFoK,(CD-6,)+AK,6,ト RIR28,-(A,+RIB,)R36M] (22′)

ただし,

4-8,+(AK,8L,+AL,8K,)CTD>0

を定義して置 く.

R1-0(CD-1)の時,(22)からlAl'o･または(22′)からr̂['0かつ Ob<6yならば,意 'o

となり,また,Rl≠0(cTD≠1)の時次のようになる.

l̂ F≧Oかつの-0･i-x,ytLらば,意 <'o

これらは命題として次のように要約される.

12) 付録 5-(b)参照.
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命題 4-1 利潤税の増税は,マークアップ率が固定的なところでは,課税部門が資本集約的または

労働集約的でかつ課税部門の労働 と資本の代替弾力性が財需要間の代替弾力性よりも大きけれ

ば,賃金 ･利潤率比を上昇させる.

命題 4-2 利潤税の増税は,マークアップ率が変動的であっても,課税部門が資本集約的 (労働集

約的)でかつ両部門の労働と資本間の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態ならば,賃金･利潤率

比を上昇 (下落)させる.

これらの命題からいくつかの説明を与えて置く.

Ballentine〔3〕は以下の分析をしている.需要側の行動を制約してCD-1とし,不完全競争企

業がマークアップ率を固定的にすると状況を設定した上で,産出からの効用と利潤からの効用と

を比較し,企業は戦略を取ると考え,♂〟--1ならば,利潤税は,正常な収益率には影響を及ぼ

さず,丁度課税分だけ独占利潤を引き下げるとしている.故に独占利潤税 と正常利潤税を同税率

で課せば,課税分だけ丁度利潤を引き下げる.一方,CM≠-1ならば,企業は,独占利潤税に対応

して産出レベルを変化させるであろうから,6M>-1ならば,課税分以上に独占利潤を引き下げ,

CM<-1ならば,引き下げは課税分よりも少なくなるとしている.また,企業の要素集約性に関わ

らず資本が相対的に重い税負担をすることも示している.

しかし,Ballentine〔3〕のこれらの結論は,資本の部門間移動が不可能であることを仮定して

おり,その仮定が決定的に結論に効いてきていると考えられる.

本稿の分析は,資本の完全移動可能性を仮定し,利潤税 (独占利潤税 と正常利潤税の税率を同率

と仮定)の増税には,資本と労働間で雇用量の調整が行われ,賃金 ･利潤率比が変更されるので,

伽 の大小関係だけでは帰着は決定できない.

要約すれば,Ballentine〔3〕と本稿の分析は,状況の設定が異なっており,両者を厳密に比較

することはできないが,本稿では利潤税の増税は,マークアップ率が固定的または変動的に定め

られたところでは,弾力性の諸条件の下で CMの大小関係によってではなく課税部門の要素集約

性にしたがって,賃金 ･利潤率比が上昇または下落することを示している.

(C) 一般利潤税の帰着

各部門に共通税率を課すから,TK-TKx(-Tw)-TK,とおいて分析できるから,(21),(21′),

(22),(22′)から次式を得る.

-一生 -一丈 +jL-1+lJ十1(lAEOK,ODR,CM)
TK TKx TKy
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R1-0(OD-1),またはRl≠0(CD≠1)かつ cTi-0,i-x,y,のところでは,

l̂ l'oならば･昔 '1

の結果が得られる.

これを命題として要約すれば次のようになる.

命題 4-3 一般利潤税の増税は,マークアップ率が固定的または変動的でかつ両部門の労働 と資

本間の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態の下で∬部門が資本集約的ならば,資本に対して課

税税率以上の税負担を掛ける.

この命題は次の事を表している.一般利潤税の増税は,マークアップ率が固定的または変動的

でかつ両部門の労働と資本間の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態で∬部門が資本集約的な

らば,課税税率以上の賃金･利潤率比の上昇となり,資本が労働以上の税負担をすることになる.

一般利潤税の増税では,不完全競争下の効用最大化企業の独占利潤税の税負担が全体として資本

に対する税負担を重 くし,資本が課税税率以上の税負担をすることになる.従って,本節の結論

紘,完全競争下の本間 〔8〕,〔9〕の分析の一般利潤税は賃金 ･利潤率比に中立的であるという

結論及び3節での結論を修正している.

(d) ∬部門の雇用税の帰着13)

意-l什1(一冊 L"XOD-(1-RIR2)8x'(Ax-RlSx)R36M)
(24)

-lJILll-tlAEOLMx(OD-CTx)+ALxC,)+RIR2∂x+(AxIRlSx)R30M] (24′)

R1-0(6D-1)の時,(24)からlAl'O,ま たは(24′)からl̂l<Oかつ OD<Oxならば･意 <o

となり,また,Rl≠0(CD≠1)の時次のようになる.

lAl<'Oかつ♂l-0,i-x･沌 らば･惹 ',o

13) 付録5-(C)参照.

-172-



14)
(e) y部門の雇用税の帰着

惹 -lJl-I(l̂10LyOD-(11RIR2)8y'(Ay- RlSy)R36M)
(25)

-lJl~ll(lAIOLy(ob-6,ト AL,6,)+RIR28y+(A,- RIB,)R｡CM] (25′)

R1-0(CD-1)の時,(25)からF̂l'o･または(25′)からl̂l'Oかつ ♂D̀ Oyならば,惹 くo

となり,また,Rl≠0(CD≠1)の時次のようになる.

ÊI≧Oかつ♂l-0,i-x･yfIらば･意 ≧o

これらの結論を要約すれば次のようになる.

命題 4-4 雇用税の増税は,マーク7ップ率が固定的なところでは,課税部門が労働集約的または

資本集約的でかつ課税部門の労働 と資本の代替弾力性が財需要間の代替弾力性よりも大きけれ

ば,賃金 ･利潤率比を下落させる.

命題 4-5 雇用税の増税は,マークアップ率が変動的であっても,課税部門が労働集約的 (資本集

約的)でかつ両部門の労働と資本間の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態ならば,賃金･利潤率

比を下落 (上昇)させる.

これらの命題は,完全競争下の本間 〔8〕,〔9〕の結論と弾力性の諸条件の下で一致してくる.

(f) 一般雇用税の帰着

各部門に共通税率を課すから, TL- TLx- TL,とおいて分析できるから,(24),(24′),(25),(25′)

から次式を得る.

-i -.要一+-一生 --1+lJrl((A-RIB)R,OM)
TL TLx TLy

14) 付録 5-(d)参照.
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ただし,

A-Ax+Ay>0

と定義すれば,R1-0(oD-1)の時次式が得られる.

一望-<-1TL

この結果は,次のようにまとめられる.

命題 4-6 一般雇用税の増税は,マークアップ率が固定的なところでは,労働に対して課税税率以

上の税負担を掛ける.

この命題は次の事を表している.一般雇用税の増税は,マークアップ率が固定的なところでは,

課税税率以上の賃金 ･利潤率比の下落となり,労働が資本以上の税負担をすることになる.

一般雇用税の増税では,不完全競争企業の効用最大化の産出シェアの考慮の影響が全体として

労働に対して課税税率以上の税負担になったことを示している.従って,本節の結論は完全競争

下の本間 〔8〕,〔9〕の分析の一般雇用税は賃金 ･利潤率比に中立的であるという結論及び3節

での結論を修正している.

一般雇用税のマークアップ率が変動的な場合は,R.≠0(OD≠1)の時次式が得られる.

Cz-0･i-x,yTLらば･昔 --1

従って,次の命題としてまとめられる.

命題 417 一般雇用税の増税は,マークアップ率が変動的でかつ両部門の労働と資本間の代替弾

力性がほとんどゼロに近い状態ならば,労働に対して全税負担を掛ける.

この命題は次の事を表している.一般雇用税の増税は,マークアップ率が変動的でかつ両部門

の労働と資本間の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態ならば,その税率の上昇と丁度等しい分

だけ賃金 ･利潤率比を下落させる.
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マークアップ率が固定的に定められた場合には,労働に対して課税税率以上の負担となったが,

変動的に定められた場合には,要素代替弾力性がほとんどゼロに近い状況に分析を限定すると,

不完全競争企業の産出シェアの考慮の影響が打ち消されてしまうので,完全競争下の本間 〔8〕,

〔9〕の分析と同様に労働が全税負担をする結果になった.

(g) x部門の物品税の帰着

i --1Jll.(lAE6D(1-OM))-Tcx (27)

ただし,tcxの上昇を考えるとき, fcxは,マイナス符号になるから,-fcxとすれば,プラスの

符号を示す.

(h) γ部門の物品税の帰着

a )

二言 = lJ｢ 1･冊 D

(28)

(27),(28)から,R1-0(OID-1),および,Rl≠0(oD≠1)かつ,疏-0,i-x,y,のところでは次

の結果が得られる.

刷 ≧oならは葦 ',o･ l̂ l<'0ならば葦 ≧o

従って,次の命題が導かれる.

命題4-8 物品税の増税は,課税部門が資本集約的 (労働集約的)ならば,マークアップ率が固定的

または変動的でかつ両部門の労働と資本の代替弾力性がほとんどゼロに近い状態ならば,賃金 ･

利潤率比を上昇 (下落)させる.

この命題はマークアップ率が固定的ならば制約は課されないが,マークアップ率が変動的にな

ると,弾力性の諸条件を課したところで,完全競争下の本間 〔8〕,〔9〕の結論と一致する事を

示している.
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(i) 一般物品税の帰着

各部門に共通税率を課すから,Tc-Tcx-Tc,とおいて分析できるから,(27),(28)から次式を

得る.

昔 -号 +蓋 -LJLJlH 1̂R36DCM)
(29)

R1-0(CD-1),およびRl≠0(CD≠1)かつ 61-0,i-x,y,のところでは次の結果が得 られる.

刷<'oならば,葦 ',o

これを命題 として要約すれば,次のようになる.

命題 4-9 一般物品税の増税は,不完全競争下の企業が資本集約的 (労働集約的)ならば,マーク

アップ率が固定的または変動的でかつ両部門の労働と資本の代替弾力性がほとんどゼロに近い状

態ならば,賃金 ･利潤率比を上昇 (下落)させる.

この命題は,一般物品税の帰着は不完全競争下の企業の要素集約性に依存して,賃金 ･利潤比

への効果が決ってくることを示しており,効用最大化企業の産出シェアの考慮が影響しているこ

とを示している.従って,本節の結論は,完全競争下の本間 〔8〕,〔9〕の分析の一般物品税は

賃金 ･利潤率比に中立的であるという結論及び3節での結論を修正している.

5.お わ り に

本稿の目的は,二部門モデルにおいて一部門が不完全競争的な経済の租税帰着の分析を行 うこ

とであった.

第 3節では,不完全競争企業が利潤最大化を行 う場合,第 4節では,企業が利潤 と産出シェア

に依存する効用の最大化を行 う場合の二つの租税帰着の分析を行った.
15)

本稿の結果をこれまでの研究と比較し要約すると次の通 りである.

1)不完全競争企業が利潤最大化を図る場合
16)

15) 不完全競争下の研究では,AndersonandBallentine〔2〕,Ballentine〔3〕,また,完全競争下の研究で

は,本間 〔9〕の結果と本稿の結果を比較し,付録6の表にまとめておく.

16) 本間 〔9〕,AndersonandBallentine〔2〕参照.
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a)不完全競争企業がマークアップ率を固定する場合

AndersonandBallentine〔2〕は,不完全競争企業が資本集約的な場合に,同企業への利潤税

が,資本に対して相対的に重い税負担を掛けることを示しているが,本稿では,利潤税以外にも

雇用税及び物品税も考慮し,その税率変更が,課税された部門の要素集約性に依存して帰着が決

定される事を示した.

b)不完全競争企業がマークアップ率を変動させる場合

各税の税率変更は,課税された部門の代替弾力性の諸条件下で,課税部門の要素集約性に依存

して,帰着が決定されることを示した.

さらに,b)の場合に,各部門に共通税率を課す一般税は,課税税率分と賃金･利潤率比の変化

は等しくなり,課税要素が全ての税を負担することが示された.また,一般物品税は不完全競争

部門の要素集約性に依存して帰着は決定される.

2)不完全競争企業が効用最大化を図る場合.

このケースはBallentine〔3〕で考察された状況に相当するが,資本の部門間移動が不可能であ

る状況を想定し,不完全競争企業に対する二種類の利潤税 (独占および正常利潤税)を考察してい

るのに対し,本稿は資本の部門間移動が可能な状況を想定し,さらに課税された部門の要素集約

性の条件下で各税の帰着を明らかにした.

本稿の結果は,次の通 りである.まず各税 (利潤税,雇用税及び物品税)とも,課税された部門

の要素集約性,労働と資本の代替弾力性及び財需要の代替弾力性の条件によって帰着が臭ってく

ることを示した.また,この場合に帰着がマークアップ率の設定方式に依存しないことが特徴で

ある.

次に各部門に共通税率を課す一般税の帰着に関しては次の通 りである.一般利潤税は,資本に

対して課税税率以上の税負担となり,この結果は,企業のマークアップ率の設定方式の影響を受

けない一般雇用税については,マークアップ率が固定的な場合に,労働に対して100%以上に帰着

し,マークアップ率が変動的な場合には,労働が100%帰着する.したがって,企業のマークアッ

プ率の設定方式に影響を受けることになる.そして,一般物品税は,不完全競争企業の要素集約

性に応じて,100%に帰着し,企業のマークアップ率の設定方式に影響を受けない.

最後に今後の検討に委ねられているいくつかの問題点を指摘しておく.本稿では要素の完全雇

用を仮定して分析を行ってきたが,その不完全雇用の可能性を考慮すると,帰着問題は大きく変

化するであろう.

また,消費者の選好が,ホモセティックで,更に財需要の代替弾力性が一定であると仮定した

が,この仮定をさらに緩めることも残された問題である.
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付録 1

ヒックス･アレンの需要代替弾力性の定義を用いれば次のように表される.

6D-号 - -EIZj7,0,i,i-x,y:i+j

ただし, V,は国民所得におけるj部門のシェアを定義する.

また,Ezlは i財需要に関する補償価格弾力性であり,負債を定義し,8,,は i財とj財に関する

補償された交差価格弾力性であり,正値を定義する.

付録 2

体系(8)の導出

(3)～(6)を全微分すれば次式が得られる.

OKMx戸x+8LMxax--R2才+Pcx-(OKMxaAKx+OLMxaALx)

OK,rA,+OL,a,-Pc,-(OK,aAK,+OL,a-i,)

さらに,k-I-Oと置けば,

ALx妥+AL,p- -(ALxaALx+AL,aAL,)

AK,妥+AK,チ--(AKxa-Kx+AK,a-K,)

が得られる.

ただし,ん,はj部門に配分された i要素の総量に対する比率を定義する.例えば,ALx-aKx/kで

表されている.

j部門の要素代替弾力性は次のように書き表すことができるから,

6,.- -篭≡筈 ,- x,y

となり,企業の費用最小下の一階条件から次式が得られる.
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CKMxaAKx+OLMxaALx-0,OK,aAK,+OL,aAL,-0 (A6)

ただし,Oだ(Ol,)は,x(y)財の生産に関する単位費用に対するi要素 (要素税を含む)の費用のシェ

アを定義する.例えは,elm,- rxaKx/I)cxで表されている.

従って,(A5)と(A6)から,各 au.紘,(ar rA,)の項で解 くことが出来るから次の式が得られる.

aAKx--OLMxCx(ii)j一戸j), aALx-3KMxox(動一戸,)

âK,ニーOL,6,(ar rA,), ahL,-OKy6,(lbj-rA,･)

(A7)

(A6)から,(Al)と(A2)の右辺のカッコの項は,ゼロになり,(A3)と(A4)に(A7)を代入し,

定義を用いて,戸,-戸+fK,と動-症+fL,で書き換えれば,(3)～(6)の基本的な変化率方程式が

袴られる.

Jones〔10〕の手法にしたがって総需要関数を仮定し,その式である(7)を全微分すれば変化率

方程式が得られる.

次に,(1′)を全微分すれば変化率方程式が得られる.

国民所得の定義を用いれば,(∴ I-1'xX+Y)

圭 1-rbx

となり,(A8)を用いて,(1′)を全微分すれば次式が得られる.

す= C D P'菟 (Bx'妥)

lOD+携 ]

更に,(A8)を全微分すれば,

p-1 % (Px･妥)--(1-CD)rpxpx

となる.そして,(A9),(AIO)から,(1′)の変化率方程式を得ることが出来る.

最終的に,(2′)を全微分すれば,体系 (8)の行列式を得ることが出来る.
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付録 3

(a) x部門の利潤税の帰着

R1-0(OD-1)の時,

意 -rJl-1ト 冊 K"xoD'8x)

-LJl~1ト lAleJ{Mx(CD-OIx)-AKxOx)

となり,R.>0(CD≠1)の時,Ox-0ならば次のようになる.

意 -IJl-I(-l̂LeK"XOD)

(b) y部門の利潤税の帰着

R1-0(oD-1)の時,6,-0ならば次のようになる.

% -IJl.1(l̂ leKyCD)

(C) x部門の雇用税の帰着

R.-0(OD-1)の時,Cx-0ならば次のようになる.

意 --lJLLl(-1AleL"XOD)

(d) γ部門の雇用税の帰着

R1-0(OD-1)の時,0.,V-0ならば次のようになる.

意- lJLLl(冊 I･yOD)

付録 4

(All)

(All′)

(A12)

(A13)

(A14)

産出利潤率比に関する限界効用の比率の弾力性の定義を用いて,(16)を全微分すれば,次式が
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袴られる.

_ da
魁~■■■■㌧ ■~

α

最終的に上式を変形すれば変化率方程式が得られる.

付録 5

(a) x部門の利潤税の帰着

Rl-0(6D-1)の時,

意 -lJtJl(一冊 K"x6D+∂x-(Ax-LALOKy6D)R36M)

-lJILll-(刷 OKM,(CD-0･x)-AKxOx)-(Ax-LAIOK,6D)R36M]

また,Rl≠0(OD≠1)の時,0,Z･-0,i-x,y,ならば次式となる.

意 -EJlll(-(lAIOD(Ok"x-OhyR36M))

(b) y部門の利潤税の帰着

Rl-0(6D-1)の時,

% -IJL-i(冊 KyOD'8y-AyR36M)

-LJl-1[(lAlOK,(OD-6,)+AK,0,)-A,R36M]

また,Rl≠0(oID≠1)の時,61-0,i-x,yならば次式となる.

意 -1什 1(冊 KyOD)

(C) x部門の雇用税の帰着

凡-0(♂β-1)の時,
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%-LJILlt-L̂lOL"XOD-8x'AxR36M)

-lJl~1トHALOLMx(o･D-Cx)+AL,Ox)+AxR36M]

また,Rl≠0(OD≠1)の時,Cz-0,i-x,y,ならば次式を得る.

意-IJLll(一冊 L"XOD)

(d) y部門の雇用税の帰着

R.-0(6D-1)の時,

若 -Ill-ltl̂IOLyOD-8y'AyR36M)

-LJIllHlAlOL,(?D-6,)-ALyOy)+A,R30M]

また,Rl≠0(OD≠1)の時,Ot-0,i-x,y,ならは次式を得る.

意-1JIlltt̂lOLyCD)

付録 6

1)法人利潤税の帰着

(a) a)A/fKxの符号

(A17)

(A17′)

(A18)

(A18′)

条件 完全 不完全競争

本間 Anderson Ballentine 3節 4節
MaX w MaxU MaX 7r MaXU

尭 条 件 X労集 ob<OTx + / /
X資集 無条件 + / ∫ /

国定マークア ップ率 X労集 o'D<OTx / / + 十

X資集 無条件 / + / + +

X労集 oTM享-1 / + / ?
∫賓集 / / + / +

変動マークア ップ率 X労集 0.x→ 0 / / / - /
X資集 / / / + /

X労集 6qxy-o / / / / -
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(b) a)/fK,の符号

条件 完全 不完全競争本間 3節MaX方 4節MaXU

無 条 件 X労集 無条件 + / /
∫資集 ob<0'y + / /

変動マークアップ率 X労集 尭条件 + /
X資集 o'D<0'y / + /

国定マークアップ率 X資本集約的 o',10 / -

固定マークアップ率 X労集 尭条件 / / +
X資集 o'D<0'y / / +

変動マークアップ率 X労集 ;;-o / / +

(C) a)A/fKの符号

条件 完全 不完全競争本間 3節 4節MaX 7E MaXU

舞条件 1 / -/

画定マークアップ率 尭条件 1 /
変動マークアップ率 oTx-0 / 1

固定マークアップ率 無条件 / / 1より大

変動マークアップ率 dx)oqy / 1
2) 雇用税の帰着

(a) a)-/fLxの符号

条件 完全 不完全競争本間 3節MaX 7E 4節MaXU

無 条 件 lX労集 無条件 - ･∵ /
X資集 ob<qx -+. /

変動マークアップ率 X労集 無条件 - /X資集 qD<OTx / - /

固定マークアップ率 X資本集約的 o'x)0 / +

固定マークアップ率 X労集 無条件 / / -X資集 qD<0'x / / -

変動マークアップ率 X労集 gxy-o / -



(b) a)/fL,の符号

条件 完全 不完全競争本間. 3節MaX 7r 4節MaXU

無 条 件 X労集 qD<0'y - / I/
X資集 尭条件 -/ /

変動マークアップ率 X労集 o'I)<0'y - /
X資集 尭条件 / - /

固定マークアップ率 X労働集約的 0.y→ 0 / +

固定マークアップ率 X労集 ob<o'y / / -
∫資集 無条件 / / -

変動マークアップ率 X労集 ;;-o ∫ / +

(C) a/fLの符号

条件 完全 不完全競争
本間 3節 4節MaX 7E MaXU

尭条件 -1 / /
変動マークアップ率 - 1 /

固定マークアップ率 無条件 / / -1より小

3)物品税の帰着

(a) ゐ/fcxの符号

条件 完全 不完全競争本間 3節MaX 7E 4節MaXU

尭 条 件 X労集 無条件 - /
∫賛集 + / /

変動マークアップ率 ∫募集 無条件 - /
∫資集 / + /

固定マークアップ率 X労集 尭条件 / / -
∫資集 / / +

変動マークアップ率 X労集 ;;-o / / -
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(b) a)A/fc,の符号

条件 完全 不完全競争本間 3節MaX 7r 4節MaXU

無 条 件 X労集 無条件 + / /
X資集 - / /

変動マークアップ率 ∫労集 無条件 + /X資集 / - /

固定マークアップ率 X労集 無条件 / / +X資 / / -

変動マークアップ率 ∫労集 :;-o / / +

(C) ゐ/fcの符号

条件 完全 不完全競争本間 3節MaX 方 4節MaXU

無 条 件 0/ /
変動マ-ク7ツプ率 0 /

固定マークアップ率 X労集 無条件 / / -
∫資集 / / +

変動マークアップ率 ∫労集 :;-o / / -
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